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令和4年度 福祉サービス第三者評価結果 

≪基本情報≫ 

 

対象事業所名 シープ保育所 

経営主体(法人等) 特定非営利活動法人横浜草の実会 

対象サービス 認可保育所 

設立年月日 平成 8 年 7 月 15 日 

定員（利用人数） 60 名 

事業所住所等 神奈川県横浜市都筑区新栄町 21-12 ／ 電話番号 045-592-5270 

職員数 常勤職員 14 名 ・ 非常勤職員 14 名 

評価実施年月日 令和 4 年 9 月 29 日・9 月 30 日  

第三者評価受審回数 初回 

実施評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

≪実施方法≫ 

評価項目 標準となる評価基準 

自己評価実施 

 

期間：令和 4 年 5 月 25 日～8 月 25 日 

１．5/25～6/10 全職員が個人で自己評価表を作成。 

２．6/10 職員を 4 グループに分け、グループとしての評価を作成。 

３．8/25 理事長・園長・副園長それぞれの自己評価と職員グループの評価を併

せ、園としての評価を作成、検証。 

利用者調査 

 

期間：令和 4 年 7 月 28 日～8 月 19 日 

利用者（保護者）アンケート実施 

 

＜理念＞ 

保育事業が社会の中で社会的保育・教育の基幹事業として定着するように広めます。 

 

＜保育方針＞ 

１．子どもが人間らしく育とうとする力を信じ、その発育の道筋を踏まえて、それに添ってその子のもつ力

を引き出していきます。 

２．豊かな感情を育てるために、創意と工夫によって、よりよい保育を目指します。毎日たくさんの散歩を 

通して、自然を感じる感情を育てます。安全な食品で手作りの食事を楽しみ、抵抗力のある体づくりと 

食の文化を大切にします。 

＜シープ保育所の特長ある取り組み＞ 

●物事や仕事に取り組むとき、それがなぜ必要なのか、どうしてそうなるのかと云うように、物事の道理、

筋道を理解する科学性をつけて活動する実践を行っている。 



2 

 

 

≪総合評価≫ 

【シープ保育所の概要】 

●シープ保育所は、横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅から徒歩 10 分程の団地や戸建て住宅が立ち並ぶ住宅地

の中にあります。周辺には、「水と緑のまちづくり」を謳う港北ニュータウンの開発理念に基づいて造られた「せ

せらぎ公園」があり、自然林に囲まれた緑道、蓮池、古民家、ベンチ等が備えられ、住民の憩いの場にもなってい

ます。恵まれた環境の中、虫、鳥、魚、カメ、ザリガニ等の生物や、四季折々の花や木の実等、豊かな自然に触れ

ながら子どもたちの感覚と感情を引き出し、感性豊かに育む機会を多く設けています。他にも大きな滑り台のあ

る「あかとんぼ公園」や、走り回れる「やまどり公園」等を活用し、のびのびと自由に体を動かし、体力作りもで

きる環境に囲まれています。 

 

●シープ保育所は、平成８年に無認可保育所として開園し、翌平成９年に第２シープ保育所を開園してから、0 歳

～2 歳児を対象とした「第 1 シープ保育所」、3 歳～5 歳児対象の「第 2 シープ保育所」に分離した形で保育所を

運営していました。平成 9 年 7 月に「第 1 シープ保育所」が横浜保育室の認定を受けた後、平成 17 年に「特定非

営利活動法人横浜草の実会」（以下、法人という）として登記し、これまで 0 歳～2 歳児・3～5 歳児と分離してい

た園舎を廃止し、令和 2 年 4 月から 0 歳～5 歳児対象の認可保育所として園舎を一新し、「シープ保育所」を認可

前と同じ地域で開園し、現在に至っています。 

 

●園舎は白色を基調とし、窓枠と天井は黒色で統一されたモノトーンでスタイリッシュな外観であり、室内は天

井が高く、奥行きがあり明るく開放感があります。また、園舎横には駐車スペースが設備され、保護者が車で送迎

でき、近隣とのトラブル防止策も講じられています。敷地内の南と北の一角には園庭が設けられ、砂遊びや水遊び

ができる場所を確保し、駐車場も遊びの場として活用しています。園舎は 1 階玄関を中心に設計されており、入

って左側に事務室兼医務室、0 歳～1 歳児保育室が設けられ、右側には給食室があり、散歩から帰ってきた子ども

たちの食欲を誘います。2 階は、2 歳～5 歳児の保育室とし、広々としたオープンスペースで保育が行われていま

す。担当保育士のみならず、他の保育士がどこからでも子どもたちの様子を見守ることができます。また、リズム

遊びや行事の時には各クラスの仕切り（低い棚）を開放し、ホールとしてのびのびと活用されています。 

 

 

≪特長や今後の期待される点≫ 

 

１．【子どもとの関わりに重点を置いた少人数保育】 

シープ保育所では、0 歳～5 歳児クラスの定員を少数の設定により少人数のあったかいふれあいのある集団とし

ているのが特徴の 1 つです。各クラスの定員内訳は「０歳児 3 名、１歳児８名、２歳児 10 名、３歳児～5 歳児各

13 名」であり、少人数保育を生かし、保育士は子ども一人ひとりの特性を理解した上で対応し、一人ひとりに多

くの「言葉がけ」を行い、コミュニケーションを密に取り、子どもたちは注目されている喜びや安心感を得、自己

肯定感を高めていきながら、自然を大切に、自分を大切に、友だちを大切にする心を育んでいます。 
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２．【食はいのち～こだわりの給食～】 

シープ保育所では、「抵抗力のある健康な体づくり」・「食文化を大切にする」ことを目指し、安全な食品で手作

りの給食を提供しています。また、和食メニューを中心に薄味で季節感のある旬の献立を提供し、抵抗力のある健

康な体づくりと、食文化を大切にしています。食が豊かであるということは、感性をも豊かにすると考え、「食品・

調味料」においても食材の産地・低農薬にこだわり、食の安全を担保し、おいしさ、安全、食べることは生きるこ

と、を大切にして提供しています。例えば、かつお節は厚削り節（鹿児島県産）、煮干はいりこ・天日乾燥（千葉

県産）の物で出汁を取り、素材本来の味、香り、食材そのものを感じられるよう、健全な心身と豊かな味覚を育ん

でいます。また、食器も木の椀・磁器を用いて、食事をする文化も身に付けるようにしています。 

 

３．【無認可時代から力を入れている太鼓演奏】 

シープ保育所では、日本の伝統文化である和太鼓を通して礼儀作法、協調性、表現力、体幹を身につけ、体内

に心地よく響く音色によりリズム感を養えるよう歴代継続して取り組んでいます。和太鼓を保育所生活の集大成

として運動会で発表する機会を設け、子どもたちの息の合った演奏を披露し、また、子ども一人ひとりが順番に

単独で演奏する場を設け、全員が主役になれ、自信を持つ機会となり、保護者からも好評を得ています。 

 

４．【職員の資質向上を図る取り組み】 

●保育所では、保育所における自己評価のガイドラインに基づき、職員の自己評価並びに保育所の自己評価を毎

年度末に実施しています。保育所独自のチェックシート(能力考課シート)に個人目標を設定する欄を設け、それを

基に理事長、園長、職員による面談を実施していますが現在、面談は年 1 回に留まっていることから、個人目標の

達成状況の振り返り及び十分な評価に至っていない点が懸念されます。自己評価は職員本人が成長していくため

に重要なものであり、次回の課題につながり、その上、面談が効果的に行われれば職員・全体の成長が期待できま

す。但し、個々における問題点等が感じられた時は園長が個別に話し合っています。今後、更なる面談機会の回数

を設け、相互理解を深め、効力の発揮につなげていかれることを期待いたします。 
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令和 4 年度 福祉サービス第三者評価結果 

＜標準となる評価基準＞ 

第三者評価受審施設 シープ保育所 

評価年度 令和 4 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜共通評価項目（45 項目）＞ 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

【１】～【９】 

Ⅱ 組織の運営管理 

【10】～【27】 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

【28】～【45】 

「理念・基本方針」「経営状況の把握」

「事業計画の策定」「福祉サービスの

質の向上への組織的・計画的な取組」 

「管理者の責任とリーダーシッ

プ」「福祉人材の確保」「育成・運

営の透明性の確保」「地域との交

流、地域貢献」 

「利用者本位の福祉サービス」

「福祉サービスの質の確保」 

<内容評価項目（20 項目）＞ 

 

※「標準となる評価基準」で示す判断基準「A・B・C」はランクやレベル付けではありません。

判断基準はより望ましい水準に向けた「到達状況」を示すものであり、評価「B」が標準的とし、

特に良い内容、秀でた内容は「A」で示しています。「C」については「伸びしろ」とし、更なる努

力を期待するものとします。 

 

共通評価Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

 

１ 理念・基本方針 

（１）理念、基本方針が確立・周知されている 

【1】 Ⅰ-1-（1）-①  理念、基本方針が明文化され周知されている 

評価結果 B 

評価の理由 

●基本方針(保育方針)はパンフレットに掲載し、周知を図っています。また、毎年、4月開催の保護者説明会や

保護者懇談会（年1回）において理念・基本方針・保育目標について口頭で説明を行い、周知していますが、さ

らに、理念を重要事項説明書、パンフレット、ホームページ等に明記していかれると尚良いでしょう。職員に

A-１ 保育内容 ①～⑯ A-２ 子育て支援 ⑰～⑲ A-３ 保育の質の向上 ⑳ 

「全体的な計画の作成」「環境を通し

て保育、養護と教育の一体的展開」「健

康管理」「食事」 

「家庭との緊密な連携」「保護者

等の支援」 

「保育実践の振り返り（保育士等

の自己評価）」 
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は、入職時に配付している「職員のしおり」で周知し、園内研修等で理念・基本方針について伝えています。 

 

２ 経営状況の把握 

（１）経営環境の変化等に適切に対応している 

【2】 Ⅰ-2-（1）-①  事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●シープ保育所として地域の自治会に加入しています。都筑区の園長会議（年 3 回）、地域ネットワーク会議(つづ

き会)等にも参加し、地域の保育ニーズ等の情報収集、社会福祉事業の動向、保育行政の動向、社会福祉関連の法

令の制定改廃の情報等を把握しています。また、利用者の推移や利用率の分析を行い、毎月、税理士と月次決算の

確認を行い、ミーティング（週 1 回）で保育所の経営状況について伝えています。 

 

【3】 Ⅰ-2-（1）-②  経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●週 1 回、理事長、園長、副園長の 3 者による「運営会議」を開催し、組織体制、園設備、職員体制、財務状況等

における現状と課題について話し合い、課題解決に努めています。必要事項に関しては職員に周知し、共有をして

います。また、年 1 回、理事会の役員に対して年間事業報告を行い、経営状況や課題等についても共有していま

す。 

 

3 事業計画の策定 

（１）中・長期的なビジョンと計画が明確にされている 

【4】 Ⅰ-3-（1）-①  中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●認可保育所に移行（令和 2 年）する際に、法人として数年程先を見据えた経営方針(中・長期計画)を策定してい

ます。理事会において、経営方針の収支・ビジョン・経営課題等について報告と振り返りを行っています。まだ認

可保育所に移行してから 3 年未満であり、事業計画の内容については現状継続となっていますが、毎月、理事長、

経理担当者、税理士、副園長による「経営会議」を行い、月ごとに収支、経営課題等について分析を行い、次年度

の事業計画に反映させる体制が構築されています。 

 

【5】 Ⅰ-3-（1）-②  中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●経営方針(中・長期計画)を踏まえ、年度ごとに事業計画を作成しています。認可保育所に移行してまだ３年未満

であり、地域的に保育所数が多いことを鑑み、園運営が計画通りに進捗することを第一にしています。安定した保

育所運営に向けて、月 1 回の「経営会議」、週 1 回の「運営会議」により現状や課題について分析及び振り返りを

行い、次期事業計画につなげています。 
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（2）事業計画が適切に策定されている 

【6】 Ⅰ-3-（2）-①  事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、 

職員が理解している 

評価結果 B 

評価の理由 

●事業計画の策定については、理事長、園長、副園長の 3 者で行われる運営会議で策定されており、職員の参画ま

では至っていません。また、保育所運営に関する内容までは職員に周知が図られていないので、事業計画の策定及

び見直し、内容についても職員が参画・把握することで、より組織的な運営が期待されます。 

 

【7】 Ⅰ-3-（2）-②  事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している 

評価結果 A 

評価の理由 

●認可保育所への移行決定時に、在園児の保護者に対して保育時間、園児の受け入れの変更等について懇談会や、

お便りにて説明を行いました。また、事業計画は、一部を年間行事計画に落とし込み、ホームページや各月に発行

している「シープだより」で周知を行い、事業計画に基づいた行事の趣旨・目的についても説明し、理解を促して

います。 

 

4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

（１）質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている 

【8】 Ⅰ-4-（1）-①  保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している 

評価結果 B 

評価の理由 

●保育の質の向上に向けて、毎年度末に保育所としての自己評価を実施しています。年 1 回、能力考課シート(８

項目)による自己評価を行い、それを基に理事長、園長による職員面談を実施し、日々の子どもたちとの関わり方

や、言葉遣い等の振り返りは行っています。さらに、職員一人ひとりの目標設定と達成状況の確認、振り返りの機

会を設けることが期待されます。 

 

【9】 Ⅰ-4-（1）-②  評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計画的な 

改善策を実施している。 

評価結果 B 

評価の理由 

●年度末に保育所としての自己評価を実施しています。自己評価の分析結果や課題については、職員間で課題の

共有が希薄であり、文書化を行い、課題の明確化を図り、共有の取組に期待されます。今年度、第三者評価は初受

審であり、全職員で振り返り及び、共通認識を図るためにも、定期的に受審したいと考えています。また、利用者

アンケートについては、課題を抽出し、園で出来得る改善策を保護者懇談会でフィードバックしたいと考えてい

ます。 
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共通評価Ⅱ 組織の運営管理 

 

１ 管理者の責任とリーダーシップ 

（１）管理者の責任が明確にされている 

【10】 Ⅱ-1-（1）-①  施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている 

評価結果 B 

評価の理由 

●園長は法人の副理事を兼任しており、園の経営方針・運営状況等を把握しています。園長としての役割と責任に

ついては、入職時に配付する「職員のしおり」に明記し、理解を促しています。また、有事の際における職務分掌

にも園長の役割を表示しています。保護者に対しては、重要事項説明書を通して入園説明会で説明し、園長の役割

を表明しています。 

 

【11】 Ⅱ-1-（1）-②  遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている 

評価結果 B 

評価の理由 

●園長は、横浜市社会福祉協議会、都筑区保育園園長会の総会、定例会、研修会等に出席し、社会福祉や保育関連

の法令の制定改廃状況、マニュアルや指針等の改定情報等を入手しています。園内研修においても年 1 回は法令

遵守に関する研修を実施している他、毎週水曜日(全職員)、毎週金曜日(正規職員)に対象職員の学習会を実施し、

その中で法令遵守に関する知識を学び、理解を深めています。また、「職員のしおり」にも法令遵守に関する内容

が盛り込まれており、「職員のしおり」に沿って園長が研修を行っています。 

 

（2）管理者のリーダーシップが発揮されている 

【12】 Ⅱ-1-（2）-①  保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●月の最終週のミーティングにて、月案・週案・日案等を基に保育実施状況、保育内容について反省と振り返りを

実施しています。反省点等は次月の保育内容に反映させています。園長は各クラスを巡回し、遊びや子どもと保育

者の関わりを観察しながら適宜、「気付き」や助言を行い、保育の質の向上に向けて指導力を発揮しています。ま

た、年度ごとに職員研修、学習会担当職員を選任し、各担当職員を中心に週ミーティングや、学習会を開催し、意

見交換を行い、職員の質の向上に取り組んでいます。 

 

【13】 Ⅰ-1-（2）-①  経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している 

評価結果 B 

評価の理由 

●毎月、理事長、経理担当者、税理士、副園長による「経営会議」において、人事・労務・財務等について分析を

行っています。「経営会議」の内容は園長に報告し、園長はその内容を踏まえ、環境整備に取り組んでいます。現

在、日常業務の実効性を図るため、ICT 化の導入を検討しており、今後、業務の効率化が期待されます。 
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2 福祉人材の確保・育成 

（１）福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている 

【14】 Ⅱ-2-（1）-①  必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が 

実施されている 

評価結果 B 

評価の理由 

●毎年、人材採用費用を予算化し、人材の確保、育成を行っています。採用時は、法人として「期待する職員像」

を基に、特に、「学ぶ姿勢」・「自分の保育を向上させたい」という意識を重要視し、面接時に確認をして採用につ

なげています。人材の確保については、人材派遣会社、オンライン就職相談会、外部採用サイト(えんみっけ！)等

を活用しています。 

 

【15】 Ⅱ-２-（１）-②  総合的な人事管理が行われている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●「職員のしおり」に、法人として「期待する職員像」を明文化し、就業規則にも同様に明示され、資格や勤続年

数等に応じた給与規定を明記し、自ら将来の姿を描くことができるよう整備しています。また、年１回、各職員に

チェックシート(能力考課シート)に記入してもらい、チェックシートを基に理事長、園長と、職員面談を実施して

います。 

 

（2）職員の就業状況に配慮がなされている 

【16】 Ⅱ-2-（2）-①  職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場作りに取組んでいる 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●職員の勤務状況、有給休暇等、労務管理に関する責任体制を整えています。理事長は残業による職員の負担を軽

減するため、人材の確保に注力し、また、働きやすい職場作りの一環として、土曜保育(８時間以上)で出勤した職

員については、振替休日か残業手当のいずれかを選択できるよう配慮しています。労務管理の責任者は園長とし、

シフトや配置表のベースは副園長が作成し、勤務調整に関しては月ごとに担当職員が行っています。職員の心身

の健康と安全管理については、福利厚生として全国健康保険協会（協会けんぽ）に加入し、年１回の健康診断の補

助をしています。また、横浜市社会福祉協議会に加入し、慶弔給付等の福利厚生も備えています。 
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（3）職員の質の向上に向けた体制が確立されている 

【17】 Ⅱ-2-（3）-①  職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている 

評価結果 B 

評価の理由 

●「職員のしおり」に「期待する職員像」を明文化して職員に示し、チェックシート(能力考課シート)では個人目

標を設定する欄を設けて職員が設定しています。それを基に年１回、理事長、園長と職員面談を実施し、育成に努

めています。現在、面談は年１回の実施に留まっているため、今後、上期と下期に分けて面談を実施し、個人目標

の達成状況の振り返り、確認の機会を持ち、次期につなげていくよう期待いたします。 

 

【18】 Ⅱ-2-（3）-②  職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実 

施されている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●「職員のしおり」に基本方針や「期待する職員像」を明文化し、保育に生かしています。これらに沿って職員の

教育、研修計画を策定しています。研修については、全職員を対象にアンケートを実施（R4.1 月）し、職員から

研修内容の希望や意向を確認し、翌年の研修計画に反映させ、成果につなげるよう研修計画を策定しています。研

修は、毎週のミーティング及び学習会(正規職員)で実施しています。また、年度ごとに各職員が輪番制で職員研修、

学習会の担当となり、内容の活性化を図っています。 

 

【19】 Ⅱ-2-（3）-②  職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●園長は、入職時の面接や履歴書等で職員の知識・資格の取得状況を把握しています。園長は各クラスの保育状況

を見回り、必要に応じて適宜助言を行っています。入職時の研修は園長が行っていますが、保育については現場の

担当職員が OJT を行っています。また、個々に応じてキャリアアップ研修の受講を促し、外部研修の案内を事務

室に掲示する等、研修機会を提供しています。外部研修に参加した職員はレポートを提出し、園内研修時にフィー

ドバックを行い、知識・情報の共有を図っています。正規職員を対象とした学習会も毎週金曜日に実施していま

す。 

 

（4）実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている 

【20】 Ⅱ-2-（4）-①  実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積 

極的な取組をしている 

評価結果 Ｃ 

評価の理由 

●実習生受け入れの受付記録用紙は備えていますが、実習生受け入れに関する基本姿勢等、マニュアルについて

は未作成の状況です。また、認可保育所として開所(令和 2 年)時には新型コロナウイルス禍（以下、コロナ禍）

の最中であり、実習生の受け入れ実績はありません。今後、実習生受け入れに関するマニュアルの作成や受け入

れ担当者を定める等、実習生受け入れ体制を構築されると良いでしょう。 
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3 運営の透明性の確保 

（１）運営の透明性を確保するための取組が行われている 

【21】 Ⅱ-3-（1）-①  運営の透明性を確保するための情報公開が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

●法人は特定非営利活動法人であり、NPO 内閣府ポータルサイトに事業報告書、定款等の情報を開示し、ホーム

ページに概要、保育内容等を分かりやすく掲載し、重要事項説明書には保育方針等、他詳細を記して情報を提供す

る等、運営の透明性の確保に努めています。要望・苦情に係る窓口は、ホームページ、重要事項説明書に掲載し、

相談・苦情解決責任者、受付担当者、第三者委員の名前・連絡先を明示している他、意見箱も玄関に設置していま

す。理事会(年 1 回）では、事業計画・事業報告・決算情報を報告しています。また、今令和 4 年 8 月から Instagram

でも園の様子等について情報を発信しています。 

 

【22】 Ⅱ-3-（1）-②  公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

●保育所における事務、経理、取引等については、法人内の役員に監事を 1 名以上配置しており、年 1 回の内部

監査を実施し、適正な経営・運営管理を行っています。また、「経営会議」において、毎月収支の確認及び、助言・

指導を受け、適正な保育所運営に努めています。事業報告は年 1 回の理事会、NPO 内閣府ポータルサイトでも報

告・開示を行っています。 

 

４ 地域との交流、地域貢献 

（１） 地域との関係が適切に確保されている 

【23】 Ⅱ-4-（1）-①  子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている 

評価結果 B 

評価の理由 

●地域との交流については、開設時から社会がコロナ禍のため、地域と交流を設ける機会を失い、現状は、散歩

時に近隣の方々と挨拶を交わしたり、近くの公園で出会う他園児たちと挨拶をする程度に留まっています。年長

児は近隣の園児と手紙交換を行う等、就学に向けて交流を図っています。また、地域との交流を広げるため、全

職員参加による付箋ワークで、様々な視点からアイディアを出し合い、取り組み案のディスカッションを行う

等、コロナ禍収束後に向けて努力しています。 
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【24】 Ⅱ-4-（1）-②  ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している 

評価結果 B 

評価の理由 

●ボランティア受け入れに関しては、規定やマニュアルを策定しています。認可保育所以前はボランティアの受

け入れや、輝学園高等学校の生徒の実習先として受け入れ、実績がありましたが、認可保育所として開設以降は

コロナ禍もあり、受け入れ実績はありません。学校教育等への協力に関する基本姿勢の明文化は作成されておら

ず、個人情報漏洩についても口頭のみでの取り交わしとなっているため、今後は誓約書を作成され、文書化する

ことを期待いたします。 

 

（2）関係機関との連携が確保されている 

【25】 Ⅱ-4-（2）-①  保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に 

行われている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●地域の関係機関・団体とは、必要に応じて連絡を取れるよう、警察署、消防署、嘱託医、近隣の病院、児童相談

所、委託警備会社、民間の発達支援センター等の機関をリスト化し、保護者から問い合わせがあった際にはリスト

を用いて説明しています。また、職員間の共有については、ファイリングして周知を図っています。関係機関や団

体とは「つづき会」(地域ネットワーク会議)に出席して情報共有を図っています。家庭での虐待等権利侵害が疑わ

れる際は、訪問看護師、ケースワーカーと連携し、対応します。 

 

（3）地域の福祉向上のための取組を行っている 

【26】 Ⅱ-4-（3）-①  地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている 

評価結果 B 

評価の理由 

●町内会に加入し、回覧板や町内会の会合、班長会議への参加、地域ケアセンターの会合(２ヶ月に１回)にも参加

し、地域の福祉ニーズや課題等の情報入手に努めています。また、都筑区施設長会議に参加し、他保育園と保育の

課題や地域のニーズについて情報交換及び情報を共有し、運営に生かしています。コロナ禍収束後は、保育相談や

地域住民との交流機会を設けたいと考えています。 

 

【27】 Ⅱ-4-（3）-②  地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている 

評価結果 B 

評価の理由 

●重要事項説明書にも「地域の子育て支援」について明記し、保護者へも地域に係る事業や活動内容(子育て相談・

園庭開放・行事へのお誘い等)を具体的に説明しています。現在はコロナ禍のため、園庭開放・行事等へのお誘い

等は実施していませんが、電話による子育て相談・見学は随時対応しています。また、全体的な計画にも「地域の

実態に対応した保育事業と行事への参加」内容が明記され、職員にも周知しています。コロナ禍収束後に期待され

ます。 

 



12 

 

 

共通評価Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

 

１ 利用者本位の福祉サービス 

（１）利用者を尊重する姿勢が明示されている 

【28】 Ⅲ-1-（1）-① 子どもを尊重した保育について共通の理解を持つための取組を行っている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●保育方針に「子どもが人間らしく育とうとする力を信じ、その発育の道筋を踏まえて、それに沿ってその子の

持つ力を引き出していきます。」と掲げ、パンフレット・重要事項説明書等にも記載し、保護者に周知していま

す。保育方針は職員の入職時に配付している「職員のしおり」に明記している他、ミーティングや研修時にも、

折に触れて伝えることで職員に周知しています。全体的な計画・年間指導計画・月間指導計画・週案の内容は保

育方針に則って作成され、保育の実践確認と振り返りも定期的に行っています。 

 

【29】 Ⅲ-1-（1）-②  子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

●個人情報や子どものプライバシー保護に関する規定は「職員のしおり」に明文化しており、園内研修や学習会で

理解を深めています。オムツ交換やトイレに失敗した際には他児に聞こえないよう声かけをし、子どもの羞恥心

に配慮しながら沐浴室でオムツ交換や洗い流す等の対応を行っています。園庭でプール遊び後は、玄関前に設置

しているシャワーカーテンで外から見えないよう留意しています。保護者には重要事項説明書に「個人情報の取

り扱い」について明文化すると共に入園前面談でも周知し、ホームページや Instagram に掲載する写真について

は、保護者から同意（同意書）を得た子どものみを掲載しています。 

 

（2）福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている 

【30】 Ⅲ-1-（2）-①  利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している 

評価結果 A 

評価の理由 

●保育方針・保育内容や特徴を含めた園の情報は、横浜市のホームページ、園のホームページ、外部採用サイトの

「えんみっけ！」で情報提供を行っています。パンフレットは都筑区役所、地域ケアプラザ等に設置し、多くの人

が入手できるようにしています。見学希望者の対応は園長または副園長とし、見学時には必ず子ども同伴を促し、

園舎内を案内しながら丁寧に説明しています。 
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【31】 Ⅲ-1-（2）-②  保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●入園が決定した際に、重要事項説明書を配付すると共に、注意事項、保育方針、保育の特徴をはじめ、保育の内

容について説明しています。入園説明会（4 月）では保育内容等について詳細に説明を行い、理解を求めています。

保育内容の変更が生じた際には、キッズリー（保育業務アプリ）にて保護者へ一斉配信しています。配慮が必要な

保護者への対応については園長が対応するよう一本化しています。 

 

【32】 Ⅲ-1-（2）-③  保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている 

評価結果 B 

評価の理由 

●卒園後の対応窓口担当者等は定めていませんが、対応した職員が窓口として対応するようにしています。卒園

後も「育児に関する相談などがあれば連絡や園に来てください」と保護者に口頭で伝え、保育の継続性に配慮して

います。今後、文書化すると尚良いでしょう。転園先の保育園からの問い合わせについては、保護者等の同意を得

た上で対応しています。 

（3）利用者満足の向上に努めている 

【33】 Ⅲ-1-（3）-①  利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている 

評価結果 Ｂ 

評価の理由 

●月間指導保育計画・週案に基づいて日々保育を実践する中で、保育士は子どもたちの表情等から保育内容の満

足度の把握に努めています。保護者からの意見・要望は、送迎時や行事後に連絡帳に記入してもらう等、意向や要

望を汲み取り、行事については次年度に反映させるよう努めています。年 2 回の保護者懇談会では、事前にアン

ケートを実施し、希望する保護者に対しては面談機会を設け、園長、クラス担任、保護者の 3 者により、個別に意

見・要望等を伺い、保護者から満足が得られるよう努めています。今回の第三者評価の利用者アンケート結果もピ

ックアップして保護者にフィードバックする方針としています。保護者会（せせらぎ会）は保護者主導で活動する

会とし、園長や職員は出席していません。 

 

（4）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている 

【34】 Ⅲ-1-（4）-①  苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●「重要事項説明書」に苦情相談窓口(受付担当者と苦情解決責任者)、第三者委員の名前、連絡先、苦情受付方法

を明記し、入園時に口頭でも伝えています。ホームページにも掲示しています。保護者からの苦情内容について

は、対応と経過を詳細に記録し、職員会議等で職員に周知を図り、早期改善に向けて園全体で取り組む仕組みを構

築しています。また、玄関に意見箱を設置していますが、現在まで投函されたことはありません。 
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【35】 Ⅲ-1-（4）-②  保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知し 

ている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●重要事項説明書に、苦情・意見・要望の受付方法を明記すると共に、ホームページにも苦情受付担当者・苦情解

決責任者・第三者委員の氏名を公表することで、保護者が意見等を述べられるようにしています。園長は保育を行

う上で保護者とのコミュニケーションは必要不可欠であると考えており、送迎時には可能な限り保護者から話を

聞くよう職員に周知し、コミュニケーションを心がけています。相談等に関しては、事務所で対応しており、カー

テンを引き、他者から見えないようプライバシーに配慮しています。 

 

【36】 Ⅲ-1-（4）-③  保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している 

評価結果 Ｂ 

評価の理由 

●職員は、日々の送迎時に積極的に家庭での子どもの様子を聞き、保育所での様子も伝える等、コミュニケーシ

ョンを図り、意見・要望の表出や相談しやすい雰囲気作りを心がけています。保護者懇談会や、意見箱の設置、

連絡帳でも保護者の意見、要望等を聞く機会や場を設けています。苦情対応マニュアルは作成されていません

が、園長から口頭で職員に伝え、職員からの安易な回答は避け、園長もしくは副園長を介して対応するよう指導

しています。今後、マニュアルを整備し、全職員が記録の取り方から対応手順まで理解し、対応方法等を周知さ

れることが望まれます。 

 

（5）安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている 

【37】 Ⅲ-1-（5）-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制 

が構築されている 

評価結果 B 

評価の理由 

●リスクマネジメントに関する責任者は園長とし、事故発生時の対応や安全確保についての責任者は職務分掌表

で明確にし、事務室に掲示して周知しています。保護者に対しては重要事項説明書 18～20 頁に緊急時における対

応について明記し、近隣の警察署・消防署の連絡先を周知しています。リスクマネジメント委員会は設置していま

せんが、散歩時の危険個所・園内におけるヒヤリハット・ケガ発生時の情報について収集に努め、週 1 回の職員会

議等で共有を図ると共に、改善策・再発防止策について検討を行っています。 
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【38】 Ⅲ-1-（5）-②  感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備 

し、取組を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●「保育所における感染症対策ガイドライン」及び「横浜市保育園医の手引き」に則り、各種感染症対応マニュア

ル・衛生管理マニュアルを策定し、衛生管理と感染症発生対策を講じています。保育所では看護師が在籍していな

ため、園長が責任者とし、職員に周知しています。必要に応じて都筑区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係

と連絡を取り、対応の指示を仰ぎ、地域で発生した感染症等の情報を得ています。保護者へは重要事項説明書 15

頁～17 項に健康管理・病気時の対応、感染症対策について明記している他、「シープだより」でも流行りの感染症・

病気について保護者へ情報提供をしています。 

 

【39】 Ⅲ-1-（5）-③ 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●災害発生時の避難経路図、自衛消防組織編成を作成し、担当や役割を明確にしています。毎月実施している避

難訓練では、初動対応や通報・避難誘導等の動きについて確認し、有事の際に迅速に対応できるよう努めていま

す。火災・地震・水害・不審者侵入等、様々な場面を想定して訓練を実施しています。AED を玄関に設置して

おり、保育所外の掲示板や入り口にも AED 設置ステッカーを貼り、地域に向けて発信しています。重要事項説

明書 18～20 頁に地域の防災拠点、広域避難場所、非常時の対策について明記している他、ホームページにも災

害時の対応について掲載し、保護者に周知しています。備蓄品は、3 日間以上の物資を確保していますが、パソ

コン内で管理されているため、紙媒体でもリスト化し、全職員が備蓄品の在庫状況や消費期限を把握できる体制

作りが期待されます。災害時にはキッズリーの一斉配信で保護者に連絡する体制を構築しています。 

 

２ 福祉サービスの質の確保 

（１）提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している 

【40】 Ⅲ-２-（1）-①  保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●入職時に配付している「職員のしおり」にシープ保育所における保育方針を標準的な実施方法として職員に周

知しています。週 1 回の研修や正規職員を対象とした勉強会も実施し、子どもとの関わり方や保護者対応につい

て周知を図っています。保育中に気になった対応や言葉遣い等が見受けられた際には、その場で該当職員に促し、

週の会議で伝え、共通認識を図っています。 
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【41】 Ⅲ-２-（1）-②  標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している 

評価結果 A 

評価の理由 

●週 1 回の職員会議で生活日誌、日案、週案等を基に保育内容について月間指導計画の内容が反映されているか、

検証及び見直しを行っています。職員会議で検証・見直しを行った保育内容を、必要に応じて次月の指導計画に反

映させています。保育の実施方法等について変更があった場合には、職員に配付している「職員のしおり」を改訂

し、職員に配付して周知しています。 

 

（2）適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている 

【42】 Ⅲ-２-（2）-①  アセスメントにもとづく指導計画を適切に作成している 

評価結果 B 

評価の理由 

●入園前の個別面談で、子どもの状況、アレルギー、障害等の要配慮事項について確認すると共に保護者から直に

意向を聞き取りながら、面談記録を作成しています。これらを基に「個別指導計画」を作成し、慣らし保育期間中

の子どもの実際の様子を踏まえ、より適切な指導計画とし、確定した「個別指導計画」は全職員で共有していま

す。個別配慮が必要な子どもに対しては、横浜市北部地域療育センター・保健所のケースワーカー・保護者に確認

しながら個別支援につなげています。 

 

【43】 Ⅲ-２-（2）-②  定期的に指導計画の評価・見直しを行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●シープ保育所では、1 年を 4 期（4 月～5 月、6 月～8 月、9 月～12 月、1 月～3 月）に分けており、年間指導計

画も 4 期に分け、期ごとに目標や実施内容を定めています。そして、各期の終わりには、全職員でその期の振り返

りを行うと共に、次の期の目標、実施内容について、必要があれば修正を行っています。こうした積み重ねの上

で、年度末には、第 4 期を含む 1 年間の振り返りを行っています。 

 

（3）福祉サービス実施の記録が適切に行われている 

【44】 Ⅲ-２-（3）-①  子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有

化されている 

評価結果 B 

評価の理由 

●各種記録用紙については、横浜市が様式、書式を定めているものについては、それを使用することとしており、

記入方法については園長が口頭で指導しています。記録要領について、職員間で記録に差異が生じないようマニ

ュアルの作成を期待いたします。保育所では現在、ICT 化の導入を検討しており、記録内容の統一や、より円滑な

情報の共有化が期待されます。 
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【45】 Ⅲ-２-（3）-②  子どもに関する記録の管理体制が確立している 

評価結果 A 

評価の理由 

●「就業規則」や「職員のしおり」に遵守事項として、職務上知り得た個人情報の漏洩の禁止を明文化し、入職

時に誓約書を交わし、職員に徹底遵守を促しています。重要事項説明書にも「個人情報保護法」第 3 条に則り、

個人情報を取り扱う全ての職員が、個人情報の重要性を十分認識し、適正な取り扱いを図ることを明記していま

す。研修や学習会でも個人情報保護や関連法令等について理解を促しています。 
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内容評価 A－１ 保育内容 

 

A－1－（１） 全体的な計画の作成 

【A1】 A-1-（1）-①  保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭

及び地域の実態に応じて全体的な計画を作成している 

評価結果 B 

評価の理由 

●「全体的な計画」には、事業の目的・理念、保育方針、保育目標を記載しています。それらに加えて、保育所

保育に関する基本原則・役割目標・保育の方法・保育所の社会的責任・養護に関する基本的事項等についても記

載されています。これらを踏まえて、一人ひとりの子どもの発達過程、個性を大切にした計画を作成していま

す。「全体的な計画」は毎年度末に各クラスで評価・振り返りを行い、各クラス担任が評価結果を園長に提出し

ています。 

 

A－1－（２） 環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開 

【A2】 A-1-（2）-①  生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのできる環境

を整備している 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●子どもが快適に安心して過ごせるよう、保育室内にエアコン、空気清浄機、加湿器を設置し、子どもの様子を

見ながら湿・温度の調整を行っています。保育室は 0 歳、1 歳児の保育室を設け、2 歳～5 歳児は１つの大きな

保育室で異年齢保育を実施しています。また、各クラスを子どもの目線程の高さの棚で仕切り、年齢ごとの保育

活動を行っています。保育室内の設備・用具・玩具等は、午睡時や閉園時に次亜塩素で拭き掃除を行う等、徹底

して衛生管理に努めています。 

 

【A3】 A-1-（2）-②  一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を行っている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●子どもが安心して自分の気持ちを表現できるよう、家庭環境等から生じる子ども一人ひとりの発達過程を受容

し、日常的及び職員会議等の場において把握し、子どもの発達状況に応じた保育に努めています。言葉遣いについ

ては、急かす言葉や活動を制止させるような言葉を不必要に用いないよう心がけ、子どもに分かりやすい言葉で、

ゆっくり穏やかに対応しています。 
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【A4】 A-1-（2）-③  子どもが基本的な生活習慣を身に付けることができる環境の整備、援助

を行っている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●子どもたちが生活習慣を身に付けられるよう、室内遊びや園庭遊びで使用した玩具や遊具(フラフープ、縄跳

び等)は保育士も一緒に片付けながら、「なぜ必要なのか？」を伝えることで物事の道理を理解できるよう促し、

基本的な生活習慣等を身に付けられるよう支援しています。また、家庭での様子を生活日記(連絡帳)・送迎時・

個人面談・懇談会で聞き、保育所での様子を伝える等、基本的な生活習慣について家庭と連携を図っています。 

 

【A5】 A-1-（2）-④  子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と遊びを豊か

にする保育を展開している 

評価結果 A 

評価の理由 

●子どもが自主的・自発的に遊べるよう年齢に応じて様々な玩具や絵本等を購入し、子どもの手の届く場所に置

いています。0 歳～2 歳児は制作活動を中心とした遊びを多く取り入れ、全身を使って表現する楽しさを身につ

けています。3 歳～5 歳児は廃材やハサミ等の道具を使った制作活動での表現や、友だちとの共同作業による楽

しさも味わえるようにしています。さらに、保育所の近くには緑豊かな「せせらぎ公園」をはじめ、公園が多く

点在しており、虫を捕まえたり、四季折々の花を楽しむ等、自然に興味を持てるよう戸外活動も取り入れていま

す。また、無認可保育所時代から民族歌舞団（荒馬座）から和太鼓や踊りの指導を受け、日本の伝統文化である

和太鼓を通して礼儀作法、協調性、表現力、体幹を身につけ、運動会で演奏を披露し、子ども一人ひとりが順番

に単独で演奏する場を設け、全員が主役になり、自信が持てる機会を提供しています。 

 

【A6】 A-1-（2）-⑤  乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に展開されるよう適

切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●保育所では少人数保育を推奨しており、特に 0 歳児は定員 3 名であり、1 歳児(定員 8 名)の登園が少ない時に

は保育士を増員して混合保育を行っています。0 歳児は１対１の関わりを重視した保育を行い、保育士との愛着

関係の醸成に努め、遊べるコーナーを設け、子どもがゆったりと居心地良く過ごせる空間作りをしています。 
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【A7】 A-1-（2）-⑥  3 歳未満児（1・2 歳児）の保育において、養護と教育が一体的に展開さ

れるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●1 歳から 2 歳児になると「体の動き・遊び」、「生活習慣」、「言葉の習得」等、成長が目覚ましい時期でもあ

り、自分でしたいという気持ちが芽生え、保育室内で転倒による事故等が起こらないよう、整理整頓を心がけて

います。子どもが自分でやりたいという気持ちが見られた時には、保育士は見守りながら自主性を尊重し、でき

ないようであれば声かけをして援助しています。子どもが自分でできた時には、保育士も一緒に喜びを共有し、

「頑張ったね～」等と声をかけることで子どもの自信につながるようにしています。1 歳児は 0 歳児と混合クラ

スで保育を行うこともあり、0 歳児のお手本という自覚を持てるようにしています。2 歳児は 3 歳児と一緒に園

庭遊びや戸外遊びに行くこともあり、おにいちゃん、おねえちゃんになった時の姿をイメージできるようにして

います。 

 

【A8】 A-1-（2）-⑦  3 歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切

な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●保育所では、2 歳～5 歳児は同じ保育室内（園舎 2 階）に子どもの目線程の高さの棚で仕切り、年齢ごとの活

動を行っています。3 歳～5 歳児は集団活動・集団制作の時間を多く持ち、その中で友達との関わりを深めるこ

とで、様々なことに興味を持ち、相手の気持ちを理解する等、ルールの大切さを学べるよう保育を提供していま

す。集団活動に馴染めない子どもには、保育士が細かく活動の内容を伝えたり、その子の得意なことを生かして

集団活動に馴染めるよう支援しています。5 歳児は小学校への就学を見据えて、他園の園児たちと直接交流の機

会を持ちたいと考えていますが、コロナ禍を考慮し、近隣保育園の園児と手紙交換を行っています。 

 

【A9】 A-1-（2）-⑧  障害のある子どもが安心して生活ができる環境を整備し、保育の内容や

方法に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●園舎は、床に段差はなく、多目的トイレやエレベーターも設置されたバリアフリー設計になっています。現在

まで身体的に障害のある子どもの受け入れ実績はありませんが、受け入れは可能としています。個別的配慮を要

する子どもについては、入園前の個別相談時から保護者と話し合い、保育所として配慮すべき事項を定め、ま

た、行政機関や横浜市北部地域療育センター・保健所のケースワーカー等と、連携を図ることで該当児に適した

対応が取れるようにしています。障害のある子どもは個別指導計画を作成し、他児と一緒に成長できるよう、保

育活動を一緒に行う等、統合保育を進め、障害のある子どもの特性を理解できるよう、子どもたちが互いに尊重

し合い、思いやりを育める保育を行っています。障害児保育に関する外部研修については、事務室や職員更衣室

にも研修案内を掲示し、自主的に職員が参加しています。 
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【A10】 A-1-（2）-⑨  それぞれの子どもの在園時間を考慮した環境を整備し、保育の内容や

方法に配慮している 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●家庭で朝食を取れなかった子どもについては、8 時までは保育室で朝食(家庭から持ってきた物)を取れるよう配

慮しています。各クラスの定員(3～13 名)は少人数であることから、家庭的でゆったりと過ごすことができる環境

が整っています。異年齢保育を行う際には、年齢によって異なる子どもの体力等にも考慮し、活動時間を決めて保

育を行っています。延長保育により在園時間の長くなる子どもについては 18 時に飲水時間を設け、18 時半から

は申込制にて間食を提供しています。職員間の引き継ぎについては、生活日誌と申し送りノートで連絡事項や子

どもの様子を共有している他、口頭でも遅番職員に伝達し、送迎時に 1 日の様子を正確に保護者に伝えられるよ

うにしています。 

 

【A11】 A-1-（2）-⑩  小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方法、

保護者との関わりに配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●全体的な保育計画は、アプローチカリキュラムの「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿」に基づき、3

歳児～5 歳児の活動に、集団活動・集団制作の時間を多く取り入れ、知的好奇心を育み、共同作業を通して目標

を達成する喜びを体感できるようにしています。幼保小連絡会はコロナ禍のため、書面にて小学校教員、地域の

保育園職員と情報共有や情報収集を行い、保護者が小学校就学後の生活について見通しが持てるよう、懇談会・

「シープだより」（園だより）でも就学に向けた取り組みや課題、幼保小連絡会で得られた情報等を伝えていま

す。 

 

A－1－（3） 健康管理 

【A12】 A-1-（3）-①  子どもの健康管理を適切に行っている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●「保育所における感染症対策ガイドライン」及び「横浜市保育園医の手引き」に則り、各種感染症対応マニュア

ル・衛生管理マニュアルを策定し、子どもの健康・安全管理に努めています。必要に応じて都筑区福祉保健センタ

ー福祉保健課健康づくり係と連絡を取り合い、対応の指示を仰ぎ、地域で発生した感染症等の情報収集に努めて

います。保護者へは重要事項説明書 15～17 頁に健康管理・病気時の対応、感染症対策について明記している他、

「シープだより」でも流行りの感染症・病気について情報提供を行い、注意喚起を行っています。SIDS について

は、午睡時、0 歳児は 5 分おき、1 歳児は 10 分おきに、2 歳児は 15 分おきにブレスチェックを行い、記録してい

ます。 
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【A13】 A-1-（3）-②  健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●定期健康診断は、全園児を対象に年２回(4 月・10 月)実施しています。歯科健診も同様に全園児を対象として

年 2 回実施しています。視聴覚健診は３歳児を対象に年１回、尿検査は 3 歳、4 歳、5 歳児を対象に年 1 回実施し

ています。定期健康診断については、重要事項説明書 15 頁に明記している他、「シープだより」でも保護者に周

知しています。園では、健康診断等の前に予め「問診票」を保護者に配付し、保護者からの質問等を事前に聴取し、

健診時に内容を園医に伝えています。健診結果は、連絡帳等で伝え、その日のお迎え時に直接口頭でも伝えていま

す。歯科健診の結果は、保護者に書面で渡し、必要に応じてかかりつけの歯科医への受診を促しています。 

 

【A14】 A-1-（3）-③  アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの指示

を受け適切な対応を行っている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に則り、「シープ保育所アレルギー対応マニュアル」を策定

し、事務所内に設置しています。入園前面談で園長・担当保育士と面談を行い、保護者から生活管理指導表・除

去食申請書・食材確認表を提出してもらった上でアレルギー除去食対応を行っています。職員会議でアレルギー

疾患のある子どもについて情報共有を行い、細心の注意を払って食事提供を行っています。アレルギー対応につ

いて、(1)トレイは専用のものとする、⑵名札・プレートをつける、⑶アレルギー対応食は個別に作る、⑷配膳

前に調理員、保育士全員が確認した時間、確認した職員の氏名を給食室に置いているアレルギー台帳に記入す

る、⑸喫食時には保育士が側につく、等を守り、誤配や誤食のないよう十分留意しています。 

 

A－1－（4） 食事 

【A15】 A-1-（4）-①  食事を楽しむことができるよう工夫をしている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●保育所で調理した手作りの給食・おやつは、調理員がメニューを考案し、食材の購入から一貫して保育所で行っ

ています。毎月第一金曜日を「おべんとうの日」と定め、家庭からお弁当を持参してもらい、戸外や保育室内で給

食とは違う食事を楽しんでいます。お茶は、各クラスでポットに入れて提供しています。年齢に応じて食器の大き

さや食具、材質を変える等して子ども自身が成長を感じられるようにしています。また、「おべんとうの日」（おや

つは園にて手作り）は、給食室の大がかりな清掃を行い、清潔・安全の対策日としています。 
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【A16】 A-1-（4）-②  子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供している 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●保育所では「抵抗力のある健康な体づくり」・「食文化を大切にする」ことを目指し、安全な食品で和食中心の

手作りの給食を提供しています。また、食が豊かであるということは感性をも豊かにすると考え、『食品・調味

料選び』にこだわり、煮干し(いりこ・天日乾燥したもの)・かつおぶし(厚削り節)を中心にだしを取り、その他

調味料においても身体を形成していく時期であることを配慮し、細心の注意を払い、食材の産地・製法から購入

先に至るまで、厳選して発注しています。子どもが毎日飲むお茶についても、「無農薬・有機肥料」の滋賀県産

のほうじ茶を提供しています。喫食状況の確認については、週 1 回の給食会議で保育士から子どもの好き嫌いの

傾向や残食状況を把握し、食材の切り方、味付け、見た目、調理法を変える等、工夫しています。今年から新た

に手作り「カップケーキ・パイ・パン」等も提供しています。コロナ禍で調理体験は実施できていませんが、パ

ン作りを計画しています。 

 

内容評価 A－２ 子育て支援 

 

A－2－（１） 家庭と緊密な連携 

【A17】 A-2-（1）-①  子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●登園時の情報や保育所での生活の様子は生活日誌(0～5 歳児)に記載し、お迎え時には生活日誌を基に保育所で

の様子を伝えると共に、１週間に 1 回連絡帳(0～5 歳児)でも家庭と保育所での様子について情報交換を行ってい

ます。「シープだより」、Instagram 等、様々な形で保育活動の様子を保護者に伝えています。保護者懇談会（年

1 回）、保育説明会、個人面談(希望者のみ)でも保育所の取り組みや子どもたちの様子を伝えると共に、家庭での

様子も聞き、保育に生かしています。 

 

Ａ-２-（２） 保護者等の支援 

【A18】 A-2-（2）-①  保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●園では、連絡帳、日々の登園時及び降園時のやり取り、個人面談(希望者のみ)、保護者からの相談を受ける機

会・場を複数用意しています。お迎えの際には、保育士は、「何か（困ったことなどが）ありますか？」と積極

的に声をかけるようにしています。実際に相談の申し出があった時は、事務所を入室禁止にしたうえで他の保護

者から見えないようカーテンを閉める等、プライバシーに配慮しています。 
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【A19】 A-2-（2）-②  家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対応及

び虐待の予防に努めている 

評価結果 Ａ 

評価の理由 

●虐待等権利侵害の兆候を見逃さないよう、登園時に保護者とコミュニケーションを取る、子どもの様子につい

ても注視し、家庭での養育の状況や子どもの心身状態の把握に努めています。兆候が感じられた時には手順書に

基づき、速やかに園長に報告を行い、保護者から聞き取りを行うようにしています。また、職員会議で情報を共有

し、他の保護者等に情報を漏洩させないよう注意して対応に当たっています。虐待を発見した際には、子どもが在

住している区の保健所のケースワーカー・横浜市総合リハビリテーションセンター・横浜市北部児童相談所にも

連絡し、連携しながら解決に向けた取り組みを行います。職員研修については、外部研修の受講を中心に受講者か

らの報告により、情報共有を図り、知識を深めています。また、個別相談を受けた場合や、保護者の話しを親身に

なって聴くことを意識する等、家庭の事情や保護者の心情を配慮しながらでき得る限りの支援に努めています。 

 

内容評価 A－３ 保育の質の向上 

 

A－3－（１） 保育実践の振り返り（保育士等の自己評価） 

【A20】 A-3-（1）-①  保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を行い、保育実

践の改善や専門性の向上に努めている 

評価結果 B 

評価の理由 

●保育所では、保育所における自己評価のガイドラインに基づき、職員の自己評価並びに保育所の自己評価を毎

年度末に実施しています。保育所独自のチェックシート(能力考課シート)に個人目標を設定する欄を設け、それ

を基に理事長、園長と職員面談を実施しています。現在は年 1 回の面談に留まっていることから、個人目標の達

成状況の振り返り及び評価には至っていないため、資質向上につなげるためにも面談機会を年 1 回以上設定して

いかれることを期待いたします。 
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利用者アンケート調査結果 

施設名 シープ保育所 

アンケート送付数（対象者数） 41 人 

回収率 98％（40 人） 

【利用者調査項目】                  ※上段人数、下段％で示しています 

問 1 この保育園のサービス内容について 知って

いる 

まぁ 

知って

いる 

あまり 

知らない 

知らない 無回答 

1 保育方針・保育目標を知っていますか 17 人 19 人 4 人 0 人 0 人 

43％ 48％ 10％ 0％ 0％ 

2 保育の内容について知っていますか 23 人 14 人 3 人 0 人 0 人 

58％ 35％ 8％ 0％ 0％ 

3 年間指導計画、行事計画について知っていますか 22 人 14 人 3 人 0 人 1 人 

55％ 35％ 8％ 0％ 3％ 

4 費用や園の決まり事について知っていますか 26 人 14 人 0 人 0 人 0 人 

65％ 35％ 0％ 0％ 0％ 

 

問 2 日常の保育について 十分 概ね 

十分 

やや 

不十分 

不十分 無回答 

5 遊具や教材について（年齢に合った遊具が揃って

いる、遊具の配置等) 

21 人 17 人 2 人 0 人 0 人 

53％ 43％ 5％ 0％ 0％ 

6 戸外遊びについて 26 人 11 人 3 人 0 人 0 人 

65％ 28％ 8％ 0％ 0％ 

7 季節や自然との触れ合いが保育の中に感じられ

ますか 

35 人 5 人 0 人 0 人 0 人 

88％ 13％ 0％ 0％ 0％ 

8 健康作りへの取り組みについて 33 人 5 人 2 人 0 人 0 人 

83％ 13％ 5％ 0％ 0％ 

問 2-2 日常の保育について 満足 概ね 

満足 

やや 

不満足 

不満足 無回答 

9 給食の献立内容について（季節の食材や行事食

等） 

36 人 4 人 0 人 0 人 0 人 

90％ 10％ 0％ 0％ 0％ 

10 お子さんは給食を楽しんでいますか 38 人 2 人 0 人 0 人 0 人 

95％ 5％ 0％ 0％ 0％ 

11 基本的生活習慣の取り組みについて 27 人 9 人 3 人 0 人 1 人 

68％ 23％ 8％ 0％ 3％ 

12 保育中のケガ等に関する説明や対処について 25 人 13 人 2 人 0 人 0 人 

63％ 33％ 5％ 0％ 0％ 
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問 3 保護者と園との連携・交流について 十分 概ね 

十分 

やや 

不十分 

不十分 無回答 

13 送迎時の職員との会話や連絡帳、掲示物により 1

日のお子さんの様子がわかりますか 

20 人 14 人 6 人 0 人 0 人 

50％ 35％ 15％ 0％ 0％ 

14 園の様子や行事に関する情報提供について 23 人 15 人 2 人 0 人 0 人 

58％ 38％ 5％ 0％ 0％ 

15 懇談会や個別面談等での意見交換について 21 人 17 人 1 人 1 人 0 人 

53％ 43％ 3％ 3％ 0％ 

16 相談ごとへの対応について 27 人 11 人 2 人 0 人 0 人 

68％ 28％ 5％ 0％ 0％ 

 

問 4 保育園の環境等について 十分 概ね 

十分 

やや 

不十分 

不十分 無回答 

17 保育室、園庭について（清潔さ、掃除等） 31 人 8 人 1 人 0 人 0 人 

78％ 20％ 3％ 0％ 0％ 

18 外部からの防犯対策について 15 人 18 人 7 人 0 人 0 人 

38％ 45％ 18％ 0％ 0％ 

19 感染症の発生状況や注意事項の情報提供につい

て 

21 人 13 人 2 人 3 人 1 人 

53％ 33％ 5％ 8％ 3％ 

20 緊急時の連絡体制、周知、防災訓練等について 28 人 7 人 4 人 0 人 1 人 

70％ 18％ 10％ 0％ 3％ 

 

問 5 職員の対応について 満足 概ね 

満足 

やや 

不満足 

不満足 無回答 

21 職員はお子さんを大切にしてくれていますか 39 人 1 人 0 人 0 人 0 人 

98％ 3％ 0％ 0％ 0％ 

22 保護者に対する職員の対応や態度について 35 人 4 人 1 人 0 人 0 人 

88％ 10％ 3％ 0％ 0％ 

23 保育サービス提供方法の統一性について（どの職

員も同じように保育をしてくれているか等） 

27 人 11 人 2 人 0 人 0 人 

68％ 28％ 5％ 0％ 0％ 

24 お子さんは保育園で楽しく過ごしていますか 36 人 4 人 0 人 0 人 0 人 

90％ 10％ 0％ 0％ 0％ 

 

問 6 総合満足度について 満足 概ね 

満足 

やや 

不満足 

不満足 無回答 

25 この保育園を総合的に評価すると、どの程度満

足していますか 

31 人 8 人 0 人 0 人 1 人 

78％ 20％ 0％ 0％ 3％ 
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事業者コメント 

 

施設名   シープ保育所   

園長名   大槻 由美    

 

 

 

≪第三者評価を受審した感想・自己評価での取り組みの感想≫ 

 

  

第三者評価を受ける経験を当所としては初体験であったこともあり、この業務に対して、新鮮

な気持ちと、第三者から保育所を見た場面は、当所が想定したこととは違った姿や形として観え

ることも多々あるものだと思いました。 

 

こう云う評価を受ける機会を設けることは、当所を外からの視点で調査を受けることは必要だ

と感じました。 

貴社にお礼を申し上げます。 

 

 

 

≪評価後取り組んだ事として≫ 

 

 

１．当所の意図する目標・目的・進め方を職員、保護者に対して伝達し、理解してもらう 

ための方法を見直す良いチャンスとなりました。 

   

 

 

 

 

 


